同等品確認書仕様書別紙


入札件名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
確認申請者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者名：　　　　　　　　　・連絡先：　　　　　　　　　）

以下のとおり、仕様書指定物件について、同等品の確認を申し出ます。
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注意事項
１．同等品は、指定品と規格（形状、材質、大きさ等）、品質及び性能（以下「品質等」という。）が指定品と同等以上である既製品を基本とします。原則として、品質等が指定品と同等以上と判断できる場合は、金額の違いは問いません。
２．この確認書を提出する際には、同等品として提示した機器等のカタログの切り抜き、カラーコピー及びホームページ等の写真など規格、品質、性能等のほか、定価が分かる資料をＰＤＦファイルで添付してください。（カタログ表示品を一部加工等するときは、その旨を「同等品の規格・仕様等」欄に明記するとともに、加工等の内容を示す資料も添付してください。）
３．グリーン購入法に適合する品目には、適合品目であることが確認できる資料を添付してください。
４．事前に承認を得ていない同等品で落札者となった場合、当該物品の購入について契約を締結することはできません。また、入札前に同等品の承認をとっていない物品で落札したことが落札後に判明した場合は、仕様書指定品を納入するか、または、発注者が同等品として認める物品を納入してください。これらに応じることができない場合、落札後契約辞退の取り扱いとなり、指名停止の措置を受ける場合があります。
